
 

 

令和６年１０月９日 

 

お 客 様 各 位 

 

ひまわり信用金庫 

 

 子育てサポート企業として「くるみん認定」を取得しました 

 

ひまわり信用金庫（理事長：上條 博英）は、令和６年９月６日付で厚生労働省福島労働局より

次世代育成支援対策推進法に基づく「基準適合一般事業主」の認定を受け、認定マーク（愛称：

くるみん）を取得し、１０月３日、福島第二地方合同庁舎において認定通知書交付式が行われま

した。 

この認定は、当金庫が同法に基づき策定した「ひまわり信用金庫行動計画（令和３年４月１日

～令和６年３月３１日）」において、職員が仕事と子育てを両立させることができる、働きやすい

職場を目指して、①育児休業中の代替職員の確保や業務内容、業務体制の見直し、②所定外労働

時間の削減、③若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、④年次有給休暇取得

の促進を実施してきたことが評価され、認定に至ったものです。 

当金庫は、今後も職場環境を整備し、「子育てサポート企業」として、働きながら子どもを産み、

子育てに取り組む職員が、さらに働きがいをもって活躍することができる職場環境づくりに積極

的に取り組んでまいります。 

［くるみん認定通知書］ ［くるみんマーク］ 
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